
福島市民憲章




福島市民憲章は、市民全ての幸せと、郷土福島の限りない発展を願いながら、市民一人ひとりが心をあわせ、快適で明るく住みよいまちづくりを進めるためのよりどころとして昭和４８年４月に制定されました。




前文
わたくしたちはみどりにつつまれた信夫山と清い流れの阿武隈川をもつ福島市民です。
福島市は、地味 (ちみ)豊かなしのぶの里に古くから開けた人情の美しいまちです。
わたくしたちは、平和で、さらに住みよく希望にみちたまちをつくるため、この市民憲章をさだめます。






空も水もきれいな みどりのまちをつくりましょう。

[image: ]


[image: ]教育と文化を尊 (たっと)び 希望に輝くまちをつくりましょう。




[image: ]親切で愛情あふれるまちをつくりましょう。



[image: ]きまりを守り、力をあわせて 楽しく働けるまち
をつくりましょう。




[image: ]子どもからおとしよりまで安全で健康なまち
をつくりましょう。




わたしたちのまちの福島市民憲章、
前文と５つの条文を読んでみましょう！
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